令和４年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	１　国勢調査人口等（調査表01表）：P.４

	旧
	新

	国勢調査の人口、産業大分類別就業者総数及び産業就業者数については、令和(ｎ＋１)年3月31日現在における市町村の区域に係る数値を入力すること。

なお、国勢調査年月日以降廃置分合又は境界変更が行われたことにより人口が異動する場合にあっては、地方自治法施行令第177条第１項の規定によって都道府県知事の告示した人口を入力すること。


＜以下、略＞
	国勢調査の人口、産業大分類別就業者総数及び産業就業者数については、令和(ｎ＋１)年3月31日現在における市町村の区域に係る数値を入力すること。
ただし、国勢調査の数値については、「不詳補完値」ではなく、「集計結果（原数値）」を入力すること。
なお、国勢調査年月日以降廃置分合又は境界変更が行われたことにより人口が異動する場合にあっては、地方自治法施行令第177条第１項の規定によって都道府県知事の告示した人口を入力すること。


＜以下、略＞




令和４年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	旧
	新

	11　下水道等（調査表09表）
(1)～(3)　＜略＞
(4)　農業集落排水施設
ア　農業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱、むらづくり総合整備事業実施要綱、美しい村づくり総合整備事業実施要綱、村づくり交付金実施要綱、農村振興総合整備事業実施要綱、地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱による「農業集落排水整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。

[bookmark: _GoBack]＜以下、略＞
	11　下水道等（調査表09表）
(1)～(3)　＜略＞
(4)　農業集落排水施設
ア　農業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱、むらづくり総合整備事業実施要綱、美しい村づくり総合整備事業実施要綱、村づくり交付金実施要綱、農村振興総合整備事業実施要綱、地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱、農村整備事業実施要綱による「農業集落排水整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。

＜以下、略＞
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